
         短期入所生活介護重要事項説明書 

 

                    ＜Ｒ 8 年 1 月 1 日 現在 ＞ 

 

  １．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

 

        電話  ０５９４－２５－２６６６  （８：３０－１７：３０） 

        ＦＡＸ  ０５９４－２５－２６６８ 

 

    担当者  生活相談員 

 

  ２．事業所の概要 

     （１）事業所名称等 

 

 事業所名   特別養護老人ホーム  いこい 

 所在地   三重県桑名市大字西金井字村中１７０ 

 管理者       小林 哲也 

 介護保険指定番号   ２４７０１００２０３ 

 営業日   年中無休 

 

 

     （２）職員体制（併設する特別養護老人ホームスタッフ含む） 

 

     常勤 非常勤 計  

＊  管理者    １名     １名  

＊ 生活相談員 １名    １名 介護支援専門員を兼ねる 

＊ 介護支援専門員 １名 １名 ２名  

  介護職員   １８名   １１名  ２９名  

＊  看護職員     ４名    １名    ５名  

＊  機能訓練指導員 １名  １名  

＊  栄養士（調理業務含）     ４名     ４名  

＊  調理員    ２名    ４名    ６名  

＊  医師     ３名    ３名  

＊  事務員         ５名    ５名  

＊  その他     １名    １名  

 

    ＊従来型・ユニット型を兼務 

 

 

 

利
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帯
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（３）介護保険上の届け出体制 

  施設の区分           併設型・空床型 

 該当する体制等    夜間勤務条件基準    基準型 

   職員の欠員による    なし 

   ユニットケア体制    対応不可 

   高齢者虐待防止措置実施    あり 
   業務継続計画策定    あり 
   機能訓練指導体制    あり 

   看護体制加算    加算（Ⅰ） 

   医療連携強化加算    なし 
   看取り連携体制加算    なし 
   夜勤職員配置加算    あり 

   若年性認知症受入    なし 

   送迎体制    対応可 

   口腔連携強化加算    対応可 
   療養食加算    対応可 

   生産性向上推進体制加算    あり 
   サービス提供体制    加算Ⅱ 

   処遇改善加算    加算Ⅱ 

    （４）設備概要     
   室名   室数  床面積  ㎡  

   居室   ３３  ９４６．２０    
   静養室    １    １３．５０  

   食堂    １    ６３．００  

   浴室・機械浴室・脱衣室    １  １４３．０９  

   洗面所    ６    ２９．４５  

   便所  １３     ７１．７５  

   医務室     １    １３．５０  

   調理室     １    ９５．１４  

   事務室     １    ３６．１５  

   宿直室     １    １６．００  

   介護職員室     ３    ７４．００  

   看護職員室     １    ３０．５０  

   機能訓練室     １    ６４．２６  

   面接室・談話室     ２    ２７．６５  

   洗濯室     １  １０２．５０  

   霊安室（和室）     １    ４１．２５  

   汚物処理室                ３    １０．４０  

   介護材料室                １    １２．２５  



  会議室                  １    ５２．２５  

   リネン室                １      ７．００  

   その他                ９３８．０６  

         合計  ２７８７．９０  

 
 居室の状況 

    区分        室  数 １人あたり床面積  ㎡ 

   １人部屋 特養：１４・ショートステイ：８   １５．８５ 

   ４人部屋 特養： ９・ショートステイ：３   １２．４５ 

  
 ３．サービス内容 

 種類               内        容 

 食事 

 

栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮し

たバラエテイに富んだ食事を適時適温にて提供します。また、治

療上、食事の制限が必要な方についての対応もできます。 

(朝7：30～ 昼12：00～ おやつ15：00～ 夕18：00～） 

 入浴 

 

 

心身の状態にあった入浴方法で週に最低２回割合で対応していま

す。一般浴槽の他特殊浴槽として電動昇降浴装置（１）、簡易チ

ェアー浴装置（１）簡易可動型シャワー装置（１）を保有してい

ます。 

 排泄 

 

 

 

 

利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自

立についても適切な援助を行います。 

おむつを使用している方に対しては、排泄状況をふまえて適切に

交換します。（１日定期交換６回と随時） 

トイレにつきましては、安全で快適な環境を提供しています。暖

房便座、ウオシュレット機構付き、個別パネルヒーター完備。 

 離床・着替

え・整容等        
寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

個人としての尊厳に配慮し適切な整容が行われるよう援助しま

す。 

 シーツ交換は、週１回実施します。 

 機能訓練  理学療法士・看護師が中心となり、利用者の状況に適合した機能 

訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めています。 

 健康管理 看護師による日々のバイタルチェック等適切な健康管理に努めま 

す。緊急時等必要な場合には、主治医あるいは、協力医療機関等 

に速やかに連絡をとりその指示に従います。 

 レクリエー 

 ション 

季節感を取り入れた行事のほか、心身両面の機能の向上を目的と 

したゲーム、工作、踊り等を提供します。 

 生活相談 社会福祉士資格保有者が相談窓口になり対応しています。また、 

必要に応じて法人内にある指定居宅介護支援事業所の専門スタッ

フとも連携をはかります。 



 送迎 ご希望の場合リフト付きの送迎車で入退所の送迎をします。 

４．利用料金 
（１） 利用料、その他の費用の額についてあらかじめ、ご利用者およびそのご家族に    

対し説明及び同意を得た上でサービスを提供します。（一般的な利用料、その他

の費用の額については、別紙２参照） 

〔介護費〕 

イ 法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際は、その利用者

から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基

準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払わ

れる居宅介護サービス費又は支援サービス費の額を控除して得た額の支払いを受ける

ものとします。 

                          
ロ 法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者

から支払いを受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費

用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように

します。 

 

〔その他の費用〕 

イ 食事の提供に要する費用 

ロ 滞在に要する費用 

ハ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったこと

に伴い必要となる費用 

ニ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったこと

に伴い必要となる費用 

ホ 理美容代 

ヘ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く） 

 

（２）利用料、その他の費用の額を変更するときは、あらかじめ、ご利用者およびご家族

等に対し、変更後の額及びその根拠について説明を行い、同意を得るものとしま

す。 

 

（３）利用料、その他の費用については、原則、利用の都度にお支払いいただきます。 

 

（４）介護保険適用の場合であっても、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事    

業者に支払われない場合があります。その場合には、一旦介護度の区分ごとに定    

められた費用をお支払いいただきます。   



 ５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

居宅サービス計画の作成を介護支援専門員にご依頼されている場合は、その担当の介護支

援専門員を通してお申し込みください。（ご依頼されていない場合は、直接お電話でお申

し込みください。）当事業所の専門スタッフが事前訪問のうえ、居宅サービス計画に沿っ

て介護計画を作成（通常４日以上の滞在の場合）し、サービス提供を開始します。 

 

（２）サービスの利用中止 

 ①ご利用者が中途退所を希望された場合。 

 ②健康チェックの結果、施設での生活ができない程度に体調が悪い場合。この場合、ご

家族に連絡のうえ、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治医または緊

急時には協力医療機関に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

 ③その他 

  ・ご利用者が、サービス利用料金の支払いを定められた期日より１ケ月以上遅滞し、当

方の料金支払いの催告にもかかわらず、７日以内に支払われない場合または、お客様

やご家族などが当事業所や当事業所の従業員に対してサービス提供が継続し難いほど

の背信行為を行った場合は文書で通知することにより、即座にサービス提供を終了さ

せていただく場合があります。 

 ・他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合。 

 

 ６．利用にあたっての留意事項 

 

   面会について  原則、８：３０－２０：３０まで可 

   外出について  原則、届け出のうえ可 

   飲酒・喫煙について  原則、飲酒行為、喫煙行為自体は可 

 ただし、喫煙についての場所指定は防火管理上 

 あり。 

   電気製品の持込利用について  電気器具等防火管理上考慮の必要なものについ 

 ては制限あり。 

   金銭、貴重品の管理について  原則、金銭、貴重品の管理は自己管理。 

   所持品の持ち込みについて  原則、家財道具の持ち込みは不可 

   利用中の医療機関への定期 

   受診について 

 原則、協力医療機関以外への定期受診について 

 は家族対応。 

   送迎時間変更について  変更の場合は、遅くとも前日午後５時までに連 

 絡のこと。サービス利用当日連絡の場合は対応 

 できかねる場合あり。 

 



 ７．非常災害時の対策 

 

 

 非常時の対応 

 

 別途定める「いこい 消防計画」にのっとり対応を行います。 

 

 

 防災設備 

  設備名称  個数等  設備名称 個数等 

  スプリンクラー   あり  防火扉  ３ケ 

  避難はしご   １ケ  補助散水栓  １４基 

  自動火災報知器   あり  非常通報装置  あり 

  誘導灯   ３８ケ所  非常用電源  あり 

  消火器   ２１ケ所   

 

 避難訓練 

 

   別途定める「いこい 消防計画」にのっとり入所者の方も 

   参加して実施します。 

 
 防火管理責任者 

 

    山口 時彦 

   
８．緊急時の対応方法 

（１）ご利用中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ届け出のある主治医または協

力医療機関に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族の方等に速やかに連絡い

たします。 

 

  協力医療機関   名称  青木記念病院 
  院長名  青木孝太 
  所在地  桑名市中央町５－７ 
  電話番号  ０５９４－２２－１７１１ 

  協力歯科医院  名称  にいみ歯科医院 

 院長名  新美淳司 

 所在地  四日市市北浜田町３―５ 

 電話番号  ０５９―３５３―５５８０ 

 

（２）施設サービスの提供により事故が発生した場合は、適切な措置を講ずるととも   

に、ご家族及び市町村に速やかに連絡します。 

 

（３）施設サービス提供にともなって事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生   

命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

 
  
  



９．個人情報の保護について 

当施設は入所者及びその家族等の個人方法について「個人情報の保護に関する 

法律」を遵守し、下記の利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供、または収

集いたします。 

     （1）利用期間 

     介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

     （2）利用目的 

          ①介護保険における認定申請・更新・変更手続きのため 

          ②サービス担当者会議等における情報共有・ケアプラン立案のため 

          ③医療機関・福祉事業者・自治体・社会福祉団体等との連絡調整のため 

          ④利用者が、医療サービス利用時の主治医等との情報提供のため 

          ⑤事業所内カンファレンスの利用のため 

          ⑥介護サービスの質向上、業務改善、加算の取得等を目的として厚生労働省が

実施する科学的介護情報システム（LIFE）等に係る報告・提出するため 

          ⑦上記に関わらず、緊急時の連絡・対応のため 

     （3）使用条件 

          ①個人情報はサービス提供に関する目的以外には使用せず、最小限にとどめ 

      ます。契約前からサービス終了時まで第三者への漏洩は禁止します。 

          ②個人情報を使用した会議等の内容・相手方については記録し、開示請求が 

あれば対応します。 

     

１０．サービス内容に関する相談・要望・苦情等窓口 

     相談・要望・苦情等につきましては、以下の体制で対応しています。相談窓口を

設け、要望から苦情に至るまでの利用者の方の声をサービス向上に反映させる取

り組みを行っています。お気づきの点がございましたらサービス担当者か下記窓

口までお申し出ください。ただし、担当者の直接対応は、下記の曜日、時間帯と

させていただきますのでご了承下さい。 

 

 受付窓口  法人内  相談窓口 

          担当  岸野正人・猪飼悟・作本育子 

                    電話番号  ０５９４－２５－２６６６ 

                    ＦＡＸ番号  ０５９４－２５－２６６８ 

                  （担当者の直接対応時間  月－土曜日 ８：３０－１７：３０） 

 

 また外部の相談窓口には三重県と各市町の2カ所があります 

 

    三重県国民健康保険団体連合会   電話番号 ０５９－２２２－４１６５ 

                     月曜から金曜（祝日を除く）９時～１７時 

 

    桑名市役所保健福祉部介護高齢課  電話番号 ０５９４－２４－１４８９ 

               月曜から金曜（祝日を除く） ９時～１６時３０分 

 



    朝日町役場保健福祉課       電話番号 ０５９－３７７－５６５９ 

               月曜から金曜（祝日を除く）８時３０分～１７時１５分 

    川越町役場町民保険課       電話番号 ０５９－３６６－７１１６ 

               月曜から金曜（祝日を除く）８時３０分～１７時１５分 

    いなべ市役所福祉部介護保険課   電話番号 ０５９４－８６－７８２０ 

               月曜から金曜（祝日を除く）８時４０分～１７時１５分 

    東員町役場健康長寿課       電話番号 ０５９４－８６－２８２３ 

               月曜から金曜（祝日を除く）８時１５分～１７時００分 

 

 

１１．福祉サービス第三者評価実施状況 

項  目 内  容 

（１）実施の有無 有 ・ 無 

（２）実施年月日 令和   年   月   日 

（３）実施した評価期間  

（４）評価結果の開示状況  

 

 
  １２．法人の概要 

        名称・法人種別    社会福祉法人  憩（法人設立  Ｈ９年 ７月） 

 

        代表者               理事長  青木桃子 

 

        法人本部所在地       事業所所在地と同じ 

 

        定款に定めてある事業 

                              第一種社会福祉事業 

                                ・特別養護老人ホーム いこいの設置経営 

                              第二種社会福祉事業 

                                ・老人デイサービス事業 

                                ・老人短期入所事業 

                              公益事業 

                                ・居宅介護支援事業所の設置経営 

                               ・介護予防支援事業の受託 

                               ・地域包括支援センターの受託 



別紙1  職種とその主な職務内容 

 

① 管理者（施設長）・・・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、居宅

介護支援事業所の「入所・利用者サービス管理」「労務管理」「財務管理」をそ

の役割とする。 

 

② 医師・・・入所者、入居者及び利用者の病状及び心身の状況に応じて日常的な医

学的対応を行う。 

 

③ 生活相談員・・・入所者、入居者および利用者に提供する介護サービスについて

の実施状況の把握、ならびに介護職員の指導に従事する。 

 

④ 介護支援専門員・・・施設介護計画の作成および他の従業者との連携のもとその

実施状況の把握、解決すべき課題の把握、必要に応じて介護計画の変更等を行

う。 

 

⑤ 介護員・・・入所、入所者及び利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資する

よう介護サービス計画に基づく介護を行う。 

 

⑥ 看護員・・・入所、入居者、利用者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保

持のための適切な介護サービス計画に基づく看護を行う。 

 

⑦ 機能訓練指導員・・・入所，入居者及び利用者に対し、その心身の状況に応じて

日常生活を営むのに必要な機能を改善し，又はその減退を防止する為の訓練、指

導を行う。 

 

⑧ 栄養士・・・入所、入居者、利用者の年齢、身体的状況によって適切な栄養量お

よび内容の食事の提供を行うほか、調理員に対する技術的指導等を行う。 

 

⑨ 調理員・・・食品の衛生管理に留意して献立に従った調理および配膳を行う。 

 

⑩ 事務員・・・庶務および会計に従事する。 

 

⑪ その他 

清掃係・・・施設内の清掃 



別紙2  一般的な利用料、その他の費用について 

【介護保険対象サービス】 

 ＊1日の基本利用料金  （地域加算10.27を換算した料金）     （単位：円） 

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

1割負担 623 695 770 842 914 

2割負担 1,246 1,389 1,539 1,684 1,827 

3割負担 1,869 2,083 2,309 2,526 2,740 

  

＊その他の費用                        （単位：単位） 

サービス内容 単位数 算定単位 

機能向上連携加算Ⅰ 100 3月に1度 

機能訓練体制加算 12 1日につき 

 個別機能訓練加算 56 

看護体制加算Ⅰ 4 

看護体制加算Ⅱ 8 

医療連携加算 58 

看取り連携体制加算 64 

夜勤職員配置加算Ⅰ 30 

夜勤職員配置加算Ⅱ 60 

夜勤職員配置加算Ⅲ 120 

夜勤職員配置加算Ⅳ 25 

認知症緊急対応加算 200 7日を限度 

若年性認知症受入加算 120 1日につき 

送迎加算 184 片道つき 

緊急短期入所受入加算 90 7日を限度 

長期利用者提供減算 -30 1日につき 

口腔連携強化加算 50 1月につき 

生産性向上推進体制加算Ⅰ 100 

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 

療養食加算 8 1食につき 

サービス提供体制加算1 22 1日につき 

サービス提供体制加算Ⅱ 18 

サービス提供体制加算Ⅲ 6 

処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の140/1000を加算 1月につき 

処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の136/1000を加算 

処遇改善加算Ⅲ 所定単位数の113/1000を加算 

処遇改善加算Ⅳ 所定単位数の90/1000を加算 

 

  



【介護保険対象サービス】 

日常生活費等 

（1） 居住費・食費 

居住費 多床室  915円／日 個室室  1,231円／日 

食費 朝食 300円 昼食 700円 夕食 600円 

注1） 居住費は、本施設にかかる建設費用、今後見込まれる修繕・維持費用及び光熱水費などをもとに 

積算しています。食費は、食材料費及び調理員の人件費などの調理費をもとに積算しています。 

 

利用者負担段階 1日あたり 

食費 

居住費 

個室 

居住費 

多床室 

1段階   本人及び世帯員全員が住民税非課税であって、 

生活保護の受給者 
300円 380円 0円 

2段階   本人の年金収入等が80万円以下の者 600円 480円 430円 

3段階（1） 本人の年金収入等が80万円超120万円以下の者 1000円 880円 430円 

3段階（2） 本人の年金収入等が120万円を超える者 1300円 880円 430円 

注1） 負担限度額について、所得の低い方の施設利用が困難にならないよう所得の段階（利用者負担段階）に

応じた自己負担限度額が決められており、限度額までの支払いとなります。限度額を超えた分は介護保

険から給付されます（特定入所者介護サービス費）。特定入所者介護サービス費を利用するためには、

市町村に申請をして「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けることが必要です。 

注2） 各段階の認定基準には上記の他、それぞれ資産要件があります。 

 

（2） その他の日常生活費 

し好品の購入代行に係る費用 1回 220円 

レクリエーション・グラブ活動費用  実費相当額 

地域外送迎費用 1㎞毎 55円 

 

【社会福祉法人等による利用者負担軽減制度】 

 市町村が発行する「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」を交付されている方

は、下記の利用者負担額の一部を施設が負担する制度があります。 

対象となる費用 
施設サービス費などの介護保険対象サービス費 

＋ 居住費 ＋ 食費 

 （対象者の要件） 

 市町村民税世帯非課税の人で、以下の条件を満たす人のうち、申請に基づき市町村が認

定した方。 

1 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50面円を加算した額

以下であること。 

2 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算し



た額以下であること 

3 日常生活に供する資産意外に活用できる資産がないこと 

4 負担能力のある親族等に扶養されていないこと 

5 介護保険料を滞納していないこと。 

 （減額割合） 

 減額割合は1／4を原則とします。 

 （手続き） 

 市町村へ利用料の軽減対象であることの確認申請を行い、市町村の決定を受けることが

必要です。 

 

【高額介護サービス費】 

 各月の介護保険給付の1割負担の合計額が一定の上限を超えた場合には市町村の担当窓

口に「高額介護サービス費支給申請書」など必要書類を提出することにより上限額を超

えた分が払い戻される制度があります。 

課税所得690万円 以上 140,100円（世帯） 

課税所得380万円 ～ 690万円未満 93,000円（世帯） 

市町村民税課税 ～ 課税所得380万円未満 44,400円（世帯） 

世帯員全員が市町村民税非課税 24,600円（世帯） 

 前年の公的年金等収入金額＋その他の合計所得金額の合計が 

 80万円以下の方等 

24,600円（世帯） 

15,000円（個人） 

生活保護を受給している方等 15,000円（世帯） 

注）社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の適用を受けた場合には、軽減を受けた後の額をもとに算定します。 

 

【利用料を支払った場合に生活保護の適用を受ける方の負担軽減】 

 本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要となり、それより低し利用

者負担段階であれば生活保護を必要としなくなる場合には、保険料・特定入所者介護サ

ービス費・高額介護サービス費について低い負担段階を適用する制度があります。 

  



別紙3  各種介護費加算の概要 

短期生活機能向上連携加算（100単位／月） 

• 通所リハ・訪問リハなどの専門職（理学療法士等）と連携し、個別の ADL・IADL 向

上を目的とした計画を作成・実施。 

• 介護支援専門員と連携した評価が必要。 

機能訓練体制加算（12単位／日） 

• 機能訓練指導員が配置され、継続的な訓練実施体制を有することが要件。 

• 個別機能訓練計画とは別に、訓練体制の整備そのものに対する加算。 

個別機能訓練加算（56単位／日） 

• 個別機能訓練計画を作成し、計画に基づいて訓練を実施すること。 

看護体制加算 

• 加算Ⅰ： 常勤看護師 1 名以上配置（4 単位／日） 

• 加算Ⅱ： 上記に加え 24 時間連絡体制（8 単位／日） 

医療連携強化加算（58単位／日） 

• 医療的ケアが必要な利用者（経管栄養・インスリン等）を受け入れ、協力医療機関

との連携体制を構築。 

看取り連携体制加算（64単位／回） 

• 連携医療機関と協働し、看取り体制を整備。 

• 指針の整備・24 時間対応・研修などが求められる。 

夜勤職員配置加算（Ⅰ～Ⅳ） 

• 夜間の職員配置が基準より手厚い場合に区分で加算。 

o 加算Ⅰ：13 単位／日 

o 加算Ⅱ：18 単位／日 

o 加算Ⅲ：15 単位／日 

o 加算Ⅳ：20 単位／日 

認知症緊急対応加算（200単位／日） 

• 認知症症状急変等による緊急短期入所を受け入れた場合に算定可能。 

送迎加算（184単位／回） 

• 送迎を行った場合に算定。 

若年性認知症受入加算（120単位／日） 

• 65 歳未満で若年性認知症と診断された利用者を対象に受け入れた場合。 

緊急短期入所受入加算（90単位／回） 

• 家族の急病や災害等により緊急的に短期入所した場合。 

長期利用者提供減算（-30単位／日） 

• 同一利用者が1か月で31日以上の連続利用をした場合、基本報酬から減算される。 

口腔連携強化加算（50単位／月） 

• 歯科医療機関・歯科衛生士と連携して、口腔状態の継続的評価と支援を実施。 

• 計画書の作成・情報共有が必須。 

療養食加算（8単位／回） 

• 医師の指示に基づき、糖尿病食・腎臓病食などの療養食を個別に提供した場合。 

  



生産性向上推進体制加算 

• 加算Ⅰ：100 単位／月 

• 加算Ⅱ：10 単位／月 

サービス提供体制強化加算 

• 加算Ⅰ：22 単位／日（介護福祉士 80%以上、または勤続 10 年以上 35%以上） 

• 加算Ⅱ：18 単位／日（介護福祉士 60%以上） 

• 加算Ⅲ：6 単位／日（介護福祉士 50%以上 など） 

※加算は重複不可。 

処遇改善加算群（Ⅰ～Ⅳ） 

• いずれも「届出」「賃金改善の実施」が前提。 

o 処遇改善加算Ⅰ：所定単位数×14.0% 
o 特定処遇改善加算Ⅱ：所定単位数×13.6% 
o 特定処遇改善加算Ⅲ：所定単位数×11.3% 
o 特定処遇改善加算Ⅳ：所定単位数×9.0% 

 



【説明確認欄】 

              年  月  日 

当事業者は居宅介護サービスの提供開始に当たり、 本書面に基づいて上記重要事項を説

明しました。 

     事業者 

          住所  三重県桑名市大字西金井字村中１７０ 

              事業者名  社会福祉法人 憩 特別養護老人ホーム いこい 

 

                            理事長  青木桃子       印 

 

              説明者                             印 

 

    私は、本書面に基づいて上記重要事項の説明を受けました。 

 

     利用者 

              住所 

 

              氏名                               印 

 

     立会人（続柄） 

              住所 

 

              氏名                               印 

 

      連帯保証人 

             住所 

 

             氏名                                印 
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